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令和６年度 指定管理業務 実績評価シート

作成年月日 令和７年６月５日

部課名 商工部商工労政課

施設の設置目的

１　事業計画の実施状況

２　自主事業の実施状況

３　市民サービス向上のための取組状況

４　市民ニーズの把握の実施状況

５　施設の利用状況（利用者数、稼働率など）

６　指定管理業務の収支状況

施設名 弘前職業能力開発校

労働者の職業訓練を行うため。

所在地 弘前市大字田町五丁目３番地３

指定管理者名 職業訓練法人　弘前職業訓練協会

指定期間 令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

　学科やコース毎に計画どおりの時間、講習内容で訓練を実施している。
【普通課程】　建築板金科、木造建築科、建築塗装科、左官・タイル施工科：450Ｈ
【短期課程】　板金コース（検定）：42H、建築コース（指導員）：18H、建築コース（検定）：30H

　自主事業の実績なし。

　青森県職業能力開発協会が実施する技能検定の案内パンフレットを、会員事業所や訓練生への提供
だけでなく、一般市民にも配布を行っている。これにより、技能検定制度に対する理解促進と受検機会
の拡大を図っている。　また、普通課程訓練生が訓練の一環として作成した練習作品（木製ラック20個）
を一般市民に無料で配布する取組も実施しており、地域住民との交流の促進および市民サービスの向
上に努めている。

　普通課程の訓練生を対象に、訓練内容や環境等に関するアンケート調査を実施している。また、事業
主との懇談会を開催し、訓練の内容や成果等についての意見交換を行うなど、利用者および関係者の
声を把握する取組を通じて、今後の訓練内容の充実に努めている。

　少子化の進行に加え、各業界で人手不足が深刻化し、人材の獲得競争が激化する中、労働環境やイ
メージ等の要因により、建設業界は他業界と比べて人材確保において競争力が弱い状況にある。この
ため、建設業界への就職を希望する若年層が減少しており、普通課程・短期課程ともに訓練生の確保
数は目標値に達していない状況となっている。今後も建設業界における人手不足は継続すると見込ま
れることから、限られた入職希望者を着実に訓練生として確保できるよう、関係事業者に対し、従業員
の入校に向けた働きかけを行うよう引き続き指導していく。

　計画的な予算執行や経費節減に努めるなど、収支の管理は適正であり、過大な繰越金もなく状況は
良好である。

基本様式
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７　実地調査の結果

８　成果指標の達成度

９　評価

　(1) 指定管理者の自己評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 Ｂ 協定書に基づき運営している。

施設の管理 Ｂ 協定書に基づき管理している。

経理の状況 Ｂ
帳簿等の整備保管、経費の削減に努
めている。

団体の財務状況 Ｂ 特に問題がない。

　(2) 市の指定管理者に対する評価

評価区分 評価 評　価　の　説　明 今後の課題と対応

施設の運営 Ｂ
協定書の内容どおり適正に運営して
いる。

今後も施設の適正な運営
に努めていただく。

施設の管理 Ｂ
協定書の内容どおり適正に管理して
いる。

今後も施設の適正な管理
に努めていただく。

経理の状況 Ｂ
帳票等を整備及び保管し、収支状況
の把握に努めている。

今後も適正な経理に努め
ていただく。

団体の財務状況 Ｂ 財政状況に問題は認められない。
今後も安定した財務状況
を維持していただく。

　改善指示等すべき点はなく、概ね良好である。

普通課程　目標25名、実績20名、達成率80.0％
短期課程　目標23名、実績19名、達成率82.6％

　少子化の進行に加え、各業界で人手不足が深刻化し、人材の獲得競争が激化する中、労働環境やイ
メージ等の要因により、建設業界は他業界と比べて人材確保において競争力が弱い状況にある。この
ため、建設業界への就職を希望する若年層が減少しており、普通課程・短期課程ともに訓練生の確保
数は目標値に達していない状況となっている。今後も建設業界における人手不足は継続すると見込ま
れることから、限られた入職希望者を着実に訓練生として確保できるよう、関係事業者に対し、従業員
の入校に向けた働きかけを行うよう引き続き指導していく。
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【評価の視点】

評価区分

施設の運営

施設の管理

経理の状況

団体の財務状況

【評価の基準】

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

※「団体の財務状況」の評価基準

Ｂ

Ｃ

Ｄ

評　価　の　視　点

法令等の遵守、使用許可、市の指定事業、付随業務、自主事業、公平性、
職員配置・研修、開館時間・休館日、職員の接遇、利用者ニーズの把握・反
映、事業計画の実施状況、業務報告など

利用者の安全対策、施設・設備の維持管理、個人情報の管理、文書等の管
理、備品等の管理、緊急時対策、災害対策など

帳票等の整備、経理の区分、収支状況、経費の削減、帳簿等の保管状況な
ど

安定的な施設の管理が可能な経理的基盤を有しているか

協定書・基準書等の内容を超える管理運営が行われたと判断できるもの
　（適正な管理運営に加えて、更なる取組みや成果があると評価できるもの）

協定書・基準書等の内容を概ね適正に実施していると判断できるもの
　（軽微な改善点はあったが、速やかに改善されているもの）

協定書等の内容に対して改善点はあったが、適切な改善策が講じられてい
るもの

協定書等の内容に対して不履行があるものや、改善がなされていないもの
があるもの

 問題がない

今後に注意を要する

早急な改善を要する
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